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主　催 四天王寺悲田院 アンジュ
日　程 ２月１２日（土） ２月２６日（土）
時　間 14:00 ～ 15:30 14:00 ～ 15:30

場　所 悲田院
特別養護老人ホーム　アンジュ
3階　地域交流スペース

内　容
認知症の理解を深め、予防
について考えてみよう

自立支援のための住環境に
ついて

申　込 電話９５７－３７３１ 電話９３６－１２１２

主　催 グループホームぶどうの家
日　程 ２月１７日（木）

時　間 13:30 ～ 15：00
開場 13:00　閉場 15：30

場　所 駒ケ谷東公民館

内　容
介護保険について～施設の
種類・サービスの種類～

申　込 電話９５０－０１５７

○家族介護者教室（在宅介護支援センター主催） ○認知症家族介護者教室（グループホーム主催）

★グループホームとは
　病気や障害などで生活に困難を抱えた人達が、専門スタッフなどの援助を受けながら、小人数、一般の住宅で生
活する社会的介護の形態のことです。そこでは、地域社会に溶け込むように生活することが理想とされています。

○ 介 護 相 談 会 

問合せ：高年介護課  内線 1390/1391

主　催　グループホームくすのき苑
日　程　2月 8日㈫
時　間　13:00～ 15:00
場　所　グループホームくすのき苑
　　　　２階地域交流スペース
対　象　羽曳野市内在住の方
申　込　電話957-6501

information　調査へのご理解とご協力をお願いします。

高齢者実態調査を実施します。
■ ���65歳以上のひとり暮らし世帯
と世帯全員が75歳以上の高齢
者世帯を対象にした調査です。

■ �2月初旬から地域の民生委員が
訪問します。

　羽曳野市でもひとり暮らし高齢者
や高齢者のみの世帯が急激な勢いで
増えています。ひとり暮らしなどであ
っても安心して地域で住み続けるこ
とができるよう、市では災害時の支援
体制（安否確認や避難支援）や、困り
ごとがあった時に気軽に相談してい
ただける相談体制の確立をすすめて
います。今回の調査は、災害時や緊急
時に民生委員や社会福祉協議会、地域
包括支援センターが安否確認を行な
ったり近親者へ連絡をとったりする
ことができるよう、また、必要な場合
は定期的な見守りが行なえるよう、高
齢者の生活や身体の状況、近親者の連
絡先などを把握するものです。

民生委員をいつわった訪問にご注意ください！
　今回の調査では、民生委員が直接、対象となる方のご自宅を訪問しますが、
調査では金銭の受け渡しや、銀行口座の聞き取りなどは一切ございません。
　不審に思われたら、高年介護課までお問い合わせください。

 - 問合せ -　
羽曳野市高年介護課地域包括支援室

（市役所別館総合福祉センター 1 階）
電 話 958-1111（ 内 線 1391、1398）　
FAX  950-1030

２つの小規模特別養護老人ホームと１つの認知症高齢者グループホームが近日中に開設！
　市内で、市の介護基盤緊急整備等臨時特例補助
金などを活用した小規模特別養護老人ホーム（定
員29人）が２カ所、認知症高齢者グループホー
ム（定員18人）が１カ所、小規模多機能型居宅
介護事業所（登録定員25人）が２カ所、近日中
のオープンにむけて事業がすすめられています。
いずれも地域密着型サービスとして原則、羽曳野
市民が入所（居）・利用する事業所です。なお、入
所（居）者等の募集の時期など、詳細については、
開設主体の法人までお問い合わせください。

事業所名（予定） 開設時期 所在地 開設法人・連絡先

小規模特別養護老人ホーム たんぴ野 ４月

野

66- ２

社会福祉法人　三松会
☎ 952 − 1332　
FAX952 − 1342

認知症対応型グループホーム たんぴ野 ３月

小規模多機能型ホーム たんぴ野 ４月

特別養護老人ホーム コーリン ３月 南古市

３-20

社会福祉法人　光輪会
☎ 958 − 2202　
FAX956 − 3969小規模多機能型居宅介護 そらまめ ３月

※事業所名および開設時期は、１２月時点での予定で、変更となる場合があります。

★お申込みは
　在宅介護支援センターおよび認知症高齢者グループホームの主催で介護の必要な家族をもつ地域
住民の方を対象に教室、相談会を開いてます。申し込みは各施設へ直接ご連絡ください。

日常生活圏域ニーズ調査に
　　　　　　ご協力ください
　羽曳野市では高齢者の方々の
生活の状況や心身の状態などに
ついて把握するため、65歳以
上の一人暮らし世帯と世帯全員
が75歳以上の高齢者世帯の中か
ら、無作為に対象者を抽出し、2
月よりアンケート調査を実施し
ます。
　この調査は、地域支援事業に
おける二次予防事業の対象者把
握、および「第5期羽曳野市高
年者いきいき計画」を策定する
基礎資料となります。
　「高齢者実態調査」にあわせて
地域の民生委員さんが聞き取り
調査を行ないますので、訪問を
受けましたら、回答にご協力を
お願いします。
問合せ：高年介護課（内線1360）

　民生委員は、非常勤特別職の地方
公務員として市の福祉事務所の業務
に協力・連携し、住民の生活状態を
必要に応じて把握したり、相談に応
じています。今回の調査では、困り
ごとがあったときの相談先の一つと
して地域の民生委員を知っていただ
けるよう、民生委員による訪問調査
としています。
　なお、民生委員は専用のジャンバ
ーを着用し、調査員証を携帯してい
ます。調査へのご理解とご協力をお
願いします。


